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ボール検査合格証記入方法の変更について 

 
 

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より当協会の諸事業に対し格別なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、ボール検査合格証の記入方法について、平成 28年 5月 1日より別紙のとおり変更

いたします。つきましては、貴連盟所属の公認ボール検査員並びに選手への通達をよろしく

お願いいたします。 

敬具 

 
記 

 

別紙添付書類 
・ボール検査合格証の記入について 
・ボール検査合格証記入例 

 
 

ご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。 

お問い合わせ先 
公益財団法人 全日本ボウリング協会 

認証部 大澤武士 
e-mail  oosawa-t@jbc-bowling.or.jp 



 
JBC ボール検査合格証の記入について 

                           実施日 平成 28 年 5 月 1 日 
ＪＢＣボール検査合格証（記入例） 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       公益財団法人 全日本ボウリング協会 
氏名・所属・Ｊ.Ｂ.Ｃ.Ｎｏ. 

ＪＢＣ会員証に記載されている、氏名、所属(連盟)名、ＪＢＣ会員番号を記入する。 
※ボール検査合格証の有効期間内に、年度切り替え等により、氏名、所属(連盟)名、ＪＢＣ会員

番号が変わった場合は、新しい氏名、所属(連盟)名、会員番号を訂正してそのまま使用する。 
※訂正箇所には、JBC 公認ボール検査員が確認し捺印する。（訂正印は氏名・会員番号・所属の

み使用可能） 
ボール名・ボール№・公認（WTBA･JBC）欄 

ボール名は、ドリル証明証のボール名をＷＴＢＡ（アプルーブリスト）・ＪＢＣ公認ボール（ホ

ームページ）で確認して記入する。(例 1･例 2 の様にﾎﾞｰﾙ名は英文字・ｶﾀｶﾅ記入どちらでもよい) 
WTBA か JBC の公認が確認できたらどちらかに「○」印を付ける。 
ボール№は、ドリル証明証とボールに刻印されている番号を確認して記入する。 

硬度 
デュロメーターD により、3 箇所以上を所定の方法で測定し、その平均をそのボールの硬度とす

る。(競技終了すぐの測定はしないこと) 
重量 
 ボールの重量は必ず「キログラム」単位で記入すること。 
 「重量」は台秤で計量することを原則とする。※小数点１ケタ～2 ケタまで記入してもよい 
指穴数・プラグ「無・有(  )」 
 ドリル証明証を確認してボール検査合格証に記入する。 
 ※プラグをする時のソリッドでのプラグは、中に空洞ができるため禁止。 
 ※ボールの表面に付いた傷をプラグした時は、プラグ数に含まない。 
 ※有に○を付けた場合は（）の中に数を記入する。 
有効期間 

「ボール検査合格証」の有効期間は、検査日から翌年の検査日の前日までの 1 年間とする。 
(年度有効期間ではありません） 
ＪＢＣ公認ボール検査員が責任を持って有効期間を記入すること。 
(鉛筆での記入・日付の訂正は禁止します) 
有効期間の記入は始まりの年月日のみ記入する。 
例）平成 28 年 5 月 1 日より平成 年 月 日（検査合格証の文書は「平成  年 月 日より１年

間有効」と変更予定） 

本証の有効期間は 1 年間とする 
本証受領後ボールにプラグ等の再加工をした場合、本証は無効 

とし、新たに連盟または大会本部に届け出て再検査を受けなけ 

ればならない。 

ド リ ル 日   平成 28 年 5 月 1 日 

(№○○○○‐13 号) 

公認ドリラー名    青 森 花 子     

検 査 日   平成  年 月 日 

(№○○○○‐13 号) 

検 査 員 名    佐 賀 三 郎    ㊞ 

連 盟 名   東京都ボウリング連盟      

氏名 東京 太郎 所属 東京都 
J.B.C 
№ 
ﾎﾞｰﾙ 
名 
ﾎﾞｰﾙ 
№ 
重量 

有効期限 平成 28 年 5 月 1 日より平成  年 月 日 

555 

１３－A－○○○○○ 硬度  75 

例 1）Black Diamond Particle Pearl 

ｊｐ○○○○○ 公
認 

 WTBA JBC 

 6.97ｋｇ 指穴数 3 ﾌﾟﾗｸﾞ 無･有(  ) 

JBC 
№○○○○○○ 

 
ボール検査合格証 

佐賀 

例 2） ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾊﾟｰﾙ 



 
公認ドリラー名・ドリル日 

ボール検査に合格したらボール検査員がドリル証明証を確認して公認ドリラー名・ドリラー№

（ブロンズ・シルバーの資格を持っている方がドリラー№の前に B か S が付いている№でドリ

ル証明証に書いてあった場合はそのまま合格証に記入する）・ドリル日を記入する。公認ドリラ

ー印は押さなくてよい。 
※検査するボールに対し、ＪＢＣ公認ドリラーとＪＢＣ公認ボール検査員は、同じであってはな

らない。 
※継続について、一度ボール検査を受け、「ボール検査合格証」の有効期間が失効し、加工等を

一切しないで引き続き使用する場合は、ＪＢＣ公認ボール検査員が、失効した「ボール検査合

格証」か「ドリル証明証」のＪＢＣ公認ドリラー名と番号・ドリル日を確認・記入する。 
※新規に検査するボールは、ドリル証明証を確認する。 
※ドリラーの印の所に印が押してあっても使用可能 

検査日、検査員名、連盟名 
ボール検査に合格した場合に、ＪＢＣ公認ボール検査員の責任において、「検査員名」・「登録番

号」を記入し、ＪＢＣに登録した印鑑を押す。(検査日は記入しなくてよい) 
連盟名はボール検査員に販売する時に連盟が連盟印を押す。 
ＪＢＣ公認ボール検査員が、自分のボールを検査することは認める。 
※ドリル前に「ボール検査合格証」に署名捺印をし、発行することは禁止する。 
(ボール検査前に「ボール検査合格証」にＪＢＣ公認ボール検査員氏名が捺印された「ボール検

査合格証」を発見した場合は、このＪＢＣ公認ボール検査員の資格を取消す) 
有効期間内の再加工等について 
「ボール検査合格証」の有効期間内であっても、ボールにプラグ及びドリル等加工を加えた場合

は必ず再検査をし、新しい「ボール検査合格証」を発行する。 
同じボールを 2 人で使用する場合について 

同じボールを 2 人で使用する場合は、それぞれの選手に「ボール検査合格証」が必要です。 
ＪＢＣ公認ドリラー・ＪＢＣ公認ボール検査員に不正があった場合について 

ＪＢＣ公認ドリラー・ＪＢＣ公認ボール検査員に不正があった場合は、即座に資格喪失とし、 
発行された「ボール検査合格証」は無効とする。 

ボール検査合格証発行について 
 「ボール検査合格証」は、選手の所属連盟において所属のボール検査員が検査をして発行するも

のとする。その際、所属連盟が定めているボール検査料金を納入する。 
 
 

公益財団法人 全日本ボウリング協会 認証部 発行 



名前 東京 太郎 所属 東京都

JBC
№ 13-A-00000 硬度 75

例）Black Diamond Particle Pearl
例）ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｶﾙﾊﾟｰﾙ

jp00000 公
認

WTBA ○ JBC

重量 6.97Kg 3指穴数 ﾌﾟﾗｸﾞ 無・有（）

有効期限 平成28年5月1日より平成 年 月 日

鉛筆で䛾記入禁止
日付䛾訂正禁止

ボ
ー
ル
名
は
英
文
字
・
カ
タ
カ
ナ
ど
ち
ら
で
も
よ
い

小数点1ケタ～
2ケタまで記入
してよい

ﾎﾞｰﾙ
名

ﾎﾞｰﾙ
№

本証受領後ボールにプラグ等加工をした場合、本証䛿無効
とし、新たに連盟また䛿大会本部に届け出て再検査をうけなけ
れ䜀ならない。

ド リル日 平成28年5月1日

（№0000-13）
公認ドリラー名 ㊞

検査日 平成 年 月 日
（№0000-13）
検 査 員 名 ㊞

連 盟 名

所属都道府県を移籍した場合
䛿変更可能

公認ドリラーで資格を持ってい
る方䛿所属都道府県䛾番号を
書く（移籍した場合䛿すぐにJBC
に申し出る）

公認ドリラー䛾都
道府県番号を書か
なくても良い

継続䛾場合䛿
検査員が前䛾
ボール検査合
格証かドリル証
明証を確認して
ドリル日・ドリ
ラー名・ドリラー
№を記入する
印䛿押さなくて
よいが押して
あっても合格証
䛿使用可能（継
続印䛿廃止）

訂正可能な
場所になりま
す。

ボール検査合格証記入例

記入しない

記入しなく
てもよい

ブロンズ・シルバー䛾資格を持っているドリラーがB及びSを番号䛾前につけてドリル証明
証に書いてきた場合䛿そ䛾通り合格証に記入する。例）№B９９９９－９９ S９９９９－９９

()䛾中に数
を書く

実施日 平成28年5月1日


